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（１）．器具からの判定方法(判定対象：蛍光灯器具)
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（２）．安定器からの判定方法(判定対象：蛍光灯用安定器、HID用安定器)
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　　（注4）製造年は特殊な表示もありますので、不明な場合は弊社窓口にお問い合わせください。
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１．　PCB使用有無の判定フロー

●絶縁油を使用したコンデンサにPCBを使用したものがありますので、安定器や器具内にコンデンサを使用していない
　 器具はPCB不使用です。
　　(注1)器具の形名では使用安定器を特定できないため、PCB使用有無の判断はできません。

円形蛍光灯の器具である
(住宅用シーリングライト、ペンダントライト等)

PCB不使用

低力率タイプの器具である PCB不使用

　　　下記の「（２）．安定器からの判定方法」でご確認ください

　　（注2）蛍光灯用：器具内の安定器形名表示をご確認ください。
　　　　 　 HID（水銀ランプ、ナトリウムランプ）用：器具内、あるいは、器具外別置の安定器形名表示をご確認ください。
　　（注3）安定器の種類によりコンデンサが安定器一体のものと、器具内別置のものがあります。
　　　　 　 器具内別置のコンデンサ単体の判定については弊社窓口にお問い合わせください。

安定器の表示が消えている等で確認できない
判断不可能のため、「PCB使用」と判定

又は、専門機関で分析して判定

安定器表面に「PCBは使用しておりません」、
又は、「非PCB」の表示がある

PCB不使用

「３．ＰＣＢ不使用放電灯安定器の判定」
に該当する

PCB不使用

　　　　　弊社窓口にお問い合わせください
　　　　　【弊社お問い合わせ窓口】　品質保証部サービス課　　受付時間：9時～17時　(土・日・祝日は除く)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL(直通)：0467-41-2773　FAX ：0467-41-2795
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail：MLF_SV@Mitsubishi-Lighting.co.jp

低力率タイプである
(銘板に高力率表示なし、又は、力率85%未満表示あり)

PCB不使用

製造年が1957年(昭和32年)から
1972年(昭和47年)8月の期間以外である

（例）6桁：940915→1994年9月15日、5桁：89C10→1989年3月10日
PCB不使用

「２．ＰＣＢ使用放電灯安定器の判定」
に該当する

PCB使用


	②1.PCB使用有無判定方法 (改定) (掲載用)

